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読谷村犬の譲渡実施要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は、読谷村犬取締条例（昭和48年読谷村条例第11号。以下「条例」という。）及び読谷村
犬取締条例施行規則（昭和51年読谷村規則第４号）の規定に基づき捕獲した犬に生存の機会を与える
ため、犬の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
（譲渡対象犬）

第２条　条例第７条第１項の規定に基づき捕獲した犬で、同条第２項の規定により公示をしても飼い主が
判明しない犬を譲渡対象犬という。ただし、傷病の有無、攻撃性等を考慮し、譲渡に適さないと判断した
ものは、この限りでない。
（譲渡対象者等）

第３条　譲渡を受けることができるものは、次のいずれかに該当するものとする。
(１)　本村に住所を有する個人（以下「譲渡対象者」という。）
(２)　動物の愛護を目的として活動するボランティア団体（以下「譲渡対象団体」という。）
（譲渡対象者の基準）

第４条　前条第１号の譲渡対象者の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(１)　村に住所を有する成人であること。ただし、65歳以上の者にあっては、自らに代わって飼養できる者
がいること。

(２)　飼養場所が集合住宅、借家等の場合は、動物の飼養が入居条件として承認されていること。
(３)　飼養について、家族全員の同意が得られていること。
(４)　譲渡された犬を適性に飼養管理し、終生飼養する意志があること。
(５)　みだりな繁殖を防ぐため、譲渡された犬に避妊去勢手術等繁殖制限措置を行うよう努めること。
(６)　狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105
号。以下「動物愛護管理法」という。）、条例等を遵守すること。

(７)　譲渡後の適正飼養及び管理について、村長の指示に従うこと。
（譲渡対象団体の基準）

第５条　第３条第２号の譲渡対象団体の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(１)　村の譲渡事業に協力し、新たな飼い主探しを非営利の活動で行う団体であること。
(２)　動物愛護及び適正飼養の普及啓発を目的とした活動を行っていること。
(３)　みだりな繁殖を防ぐために、譲渡された犬に避妊去勢手術等繁殖制限措置を行うよう努めること。
(４)　譲渡した犬の保管場所等が容易に確認でき、近隣住民の理解が得られること。
(５)　狂犬病予防法、動物愛護管理法、条例等を遵守できること。
(６)　譲渡後の適正飼養及び管理について、村長の指示に従うこと。
（譲渡対象者への譲渡）

第６条　譲渡対象者に対する譲渡は、次のとおり実施する。
(１)　村長は、第４条の基準を満たす譲渡対象者が希望する犬があるときは、日時、場所等を定めて当
該犬を譲渡する。なお、譲渡にあたっては、飼い主不明犬譲渡申請書（個人）（第１号様式）及び誓約
書（個人）（第２号様式）を提出させるものとする。

(２)　譲渡対象者は、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行わなければならない。
(３)　村長は、譲渡に際し、犬の飼養管理について必要な指導及び助言を行うものとする。
（譲渡対象団体への譲渡）

第７条　譲渡対象団体に対する譲渡は、次のとおり実施する。
(１)　村長は、ボランティア登録申請書（第３号様式）を提出し登録を行った譲渡対象団体へ、犬の譲渡
ができるものとする。

(２)　村長は、譲渡対象団体の犬の保管状況等から譲渡が適当でないと認めたときは、譲渡を行わない
ものとする。

(３)　村長は、第１号の登録を行って第５条の基準を満たす譲渡対象団体が希望する犬があるときは、
日時、場所等を定めて当該犬を譲渡する。譲渡にあたっては飼い主不明犬譲渡申請書（団体）（第４
号様式）及び誓約書（団体）（第５号様式）を提出させるものとする。

(４)　村長は、譲渡に際し、犬の飼養管理等について必要な指導及び助言を行うものとする。
(５)　譲渡対象団体は、新たな飼い主に犬を譲渡したときは、再譲渡報告書（第６号様式）により村長へ
速やかに報告するものとする。

(６)　譲渡対象団体は、再譲渡した犬の適正飼養について、追跡調査を行うものとする。
（譲渡後の調査等）

第８条　村長は、譲渡対象者及び譲渡対象団体に対して譲渡後の飼養、保管状況を報告させることがで
きるものとし、必要に応じ、指導及び助言を行うものとする。

２　村長は、譲渡対象団体が再譲渡した犬に関し、飼養状況について報告させることができるものとする。
（登録の取消し）

第９条　村長は、譲渡対象団体が動物愛護の精神に反し、又は関係法令若しくはこの要綱に反する事項
があると認めたときは、ボランティア登録を取消すものとする。
（委任）

第10条　この要綱に定めるもののほか、譲渡の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附　則



この要綱は、公布の日から施行する。
第１号様式（第６条関係）

第２号様式（第６条関係）



第３号様式（第７条関係）



第４号様式（第７条関係）



第５号様式（第７条関係）



第６号様式（第７条関係）




